
1 
 

【研究ノート】	 

	 

企業と組織の良いガバナンス	 
∗	 

-コンプライアンスよりもインテグリティ-	 
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【概要】	 

	 本稿は、日本におけるコーポレート・ガバナンス（企業統括）を歴史的に振り返るととも

に、その現状を評価し、さらに望ましいガバナンスの仕組みを考察したものである。	 

	 主要論点は次のとおり：（1）企業とそのガバナンスのあり方は、一国の金融・経済の特

徴と表裏一体である（大別すると英米型と日本ドイツ型がある）、（2）日本企業のガバナ

ンスは、外国人による日本企業株式の保有増大などから英米型の色彩が加わってきている、

（3）企業統括に際しては、従来、株主（あるいはその代理人である取締役）による監視、

あるいは法令の遵守（コンプライアンス）という観点が中心であった、（4）これに対して

関係者のインテグリティ	 （integrity：一貫性、道徳性、説明責任）強化による対応も検討

の余地がある、（5）それはあくまで補完的手段にとどまる面はあるが、インテグリティは

国際性のある概念であり、また日本社会全般をより良い方向（透明性、信頼性、公平性、効

率性、安定性の向上）に向かわせるうえでも重要な視点なので、企業ガバナンスにおいても

今後重視する必要がある。	 

	 

キーワード：	 コーポレート・ガバナンス、英米型と日本ドイツ型、ステークホルダー視点、	 

	 	 	 	 	 	 	 外国人による日本株式保有、インテグリティ	 
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　　　　■Ghosn-‐Nissan問題	  

 　　　　　・刑事事件として今後どう展開するか	  

	  　　　　　・日本の司法制度は 「人質司法」 か	  

	  　　　　　・ゴーン会長の年俸１０億円は異常か	  

	  　　　　　・ニッサンのガバナンス体制に問題か	

　　　　■より原則的なことがらを考えたい	  

 　　　　　・なぜ 「企業論」 が重要なのか	  

	  　　　　　・コーポレート・ガバナンスの基本は何か	

　   序　何を扱うのか、なぜか:	  「私の履歴書」	
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　　　　■私の（研究）履歴：　三つの段階	  

 　　　　　１．日本銀行で２０年　＝金融論　	  

	  　　　　　２．米ペンシルベニア大学とプリンストン大学で	  

　　　　　　　日本経済論の授業を担当　＝企業論	  

	  　　　　　３．主流派経済学への疑問　＝人間性の考慮	  
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日本銀行 （本店） 	
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金融論の集大成 （合計９００ページ）	

6	



	 	 米国プリンストン大学	 客員講師（1990ｰ91）　	 
7	

	 	 担当授業「戦後日本経済発展論」(大学院）	 
8	

　　　　■日本経済の特徴をうまく説明するには：	  

	  　　　　　・教科書的・単純な枠組み （市場における競争	  

　　　　　　によって経済が効率的に機能	  →	  対米輸出も	  

　　　　　　急拡大） では、全く不十分。	  

	  　　　　　・日本の種々の特徴を踏まえてこそ、納得的な	  

　　　　　　説明が可能かつ必須。例：	  

	  　　　　　　ー雇用における 「三種の神器」	  

	  　　　　　　ー企業系列、株式持ち合い、メインバンク制度	  
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　　　　■企業論、会社論の重要性。	  

	  　　　　　・その後、1990年代半ば以降、 コーポレート・	  

　　　　　　ガバナンス という用語と概念が国際的に学会	  

　　　　　　や言論界で普及。私の研究もそれに重点。	  

　　　　■なお、バブル期以降は日本の経済にとどまらず、	

 　　　　　日本の社会、歴史、文化などにも関心が高まり、	  

　　　　　 世界各国の大学で日本研究所が設立。	  

　　　　　　・英オックスフォード大学：	  Nissan	  Ins=tute	  of	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Japanese	  Studies	  
　　　　　　・豪マッコーリー大学：　	  	  	  	  	  Centre	  for	  Japanese	  	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  Economic	  Studies	   10	

研究の重点は企業論へ： その集大成	
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重点はさらに進化、人間性を考慮した社会科学へ	
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　　　■下記二つを的確に理解することが必要。	

　　　　(１） 企業 （会社、corporation） とは何か。	

　　　　(２） ガバナンス  (governance) とは何か。　	

　１．コーポレート・ガバナンス（企業統括）とは	
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　 （１） 企業（会社）について：	  

	  　　■大企業と中小企業	  

[余談]	  日銀 （資本金１億円） は大企業か、中小企業か?	
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　　■企業とは何か？ー関係する諸要素	  

（出所）岡部（1997,2007:23ページ）	 
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	  	  	  	  	  	  a） 企業の「所有者」：	  

　　　  　 「企業は誰のものか？」   アンケート調査結果	  

（出所）岡部（2007:25ページ）	 
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　　　・企業は誰のものか？	  

　　　　→	  	  「ステークホルダー（利害関係者）全体に	  
　　　　　　  帰属するもの」 と理解すべき。	  
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	  	  	  	  	  	  b） 企業の「境界」	  

（出所）岡部（2007：29ページ）	 

■企業の中と、企業の外の境界はどこにあるのか？�

■「境界」の実体は曖昧 （上記）。また理論的にも様々な見解。�
���この視点に着目したR. コースは 「何をもって内・外とするか」�の�
���論文（Coarse 1937）を発表、ノーベル経済学賞を1991年に受賞。�
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	  	  	  	  	  	  c） 企業の本質：二つの見方	  

（出所）岡部（2007）図表5-1、図表5-3をもとに作成。	 19	

　（２） ガバナンスという用語について：	  
　　　■ガバーン （govern）:　統治する、支配する、管理する	  
　　　　 ガバメント （government）:　政府、統治、政治	  
　　　　 ガバナンス（governance）:　統治、支配、管理、統括	  

　　　■ガバナンス：　1990年前後から社会科学において	  
　　　　 頻繁に登場するようになった用語。	  

　　　■ガバナンスの定義	  

　　　　「何らかの権限あるいは合意によって関係者の間	  
　　　　における一つの秩序ないしシステム作動の仕組み	  
　　　　が作り出されている状態」 （岡部 2006）。	  
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　　　■	  “Governance”という用語の例：　	  
　　　　　・Graduate	  School	  of	  Media	  and	  Governance	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　  （慶應大学湘南キャンパスの大学院の英語名）	  

　　　　　・Corporate	  Governance	  (企業統括)	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  　  （1990年半ば以降、国内外で次第に用いられた。	  

　　　■ガバメントがなくとも、ガバナンスは可能。	  

　　　　 例：	  ICANN	  =	  インターネットの名前（.comなど）の維持管理、	  
　　　　　　　　方法論の調整、ネットワークの安定運用の確保に責任	  
　　　　　　　　を負う非営利団体。	  
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　 （3） コーポレート・ガバナンスについて：	  

　　　■二つの理解の仕方がある：	  

　　　　 a.	  英米型	  
　　　　　  株主中心視点（shareholder	  view)、金融学者	  

　　　　	  b.	  日本ドイツ型	  
　　　　　　ステークホルダーの視点（stakeholder	  view)、経営者	  

　　　　 この区分は、企業の金融方式の差異を重視。	  
　　　　 →　しかし、これよりも広い視点で広く捉えるべき。	  
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　　　■ごく最近の新しい考え方（Mayer	  2018）：	  

　　　　	  c.	  会社の機能と組織への新視点	  

　　　　　  ・「企業の所有者は株主であり、企業の目的は	  
　　　　　　　株主利益の最大化」 との見方は根本的に誤り。	  

　　　　　  ・企業は、経済的かつ社会的ウエルビーング	  
　　　　　　 を増進するうえで、類例がなくかつ強力な役割	  
　　　　　　 を担う社会的な仕組み。	  

　　　　　  ・企業は、多様な目的と価値を併せ持つ「豊かな	  
　　　　　　 寄せ木細工（rich	  mosaic）」。	  
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　　　■報告者（岡部）の見解：	  

　　　　　・ 米国流の視点（企業は株主が所有するとみ	  
　　　　　　する金融学者の考え方）は、単純に過ぎ、妥	  
　　　　　　当性を欠く。	  

　　　　　・ 企業は 「多くのステークホルダーの集合体」と	  
　　　　　　理解するのが現実的、かつ理論的にも妥当。	  

　　　　　・ 企業は多様な目的をもつ社会的仕組みとする	  
　　　　　　新視点（Mayer	  2018）に共感。	  

24	



	  	  　　■報告者（岡部）の見解： （続）	  

　　　　　・企業の構造を理解するには、下記二つが必須：	  

　　　　　　ーこれまでの国内外の諸研究の批判的検討	  

　　　　　　ー日本企業の実情考慮	  

　　　　　・それを図示すると次図のような理解が可能。	  
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　　　■企業の構造とガバナンス：	  

（注）報告者（岡部）作成。	 
26	

　（1）1980年後半のバブルは、ガバナンス空白化が原因	

　　　■日本企業のガバナンス： 

　　　　　・従来、「メインバンク」 （主力銀行） が目付役。	

　　　　　・メインバンクの意味：	

　　         ー企業にとって主たる借入銀行	

　　　　　　  ー企業にとって重要な株主（株式持合）	

　　　　　　  ー企業に役員を派遣	

　　　　　　  ー企業の経営危機時には緊急融資・人的支援	

　２．日本企業のガバナンスは歴史的に変化	
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　　　■日本における「メインバンク」 慣行　（1993）	
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　　　■日本では 「メインバンク」 が企業の行動を 「監視」	

　　　　 ないし 「規律づけ」 （disciplining) してきた面も。	

　　　■しかし実際には、顧客企業が経営危機に陥らない 
　　　　 限りメインバンクによる経営介入は余り実施されず。	
　　　　 一方、株式市場からの圧力も軽微。	

　　　　　　→　企業経営の放漫化　→バブル経済へ 
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　　（2）その後 （1990年半ば以降） は、日本企業のガバ	
　　　　ナンスは次第に英米型要素 * が加わってきた。	

             * 株式市場（株価動向）が企業経営に大きな	
　　　　　　　影響を与えること。	

　　　■理由： 
　　　　　a. 企業は、内部資金充実、設備投資圧縮により、 
　　　　　　　銀行（メインバンク）からの借入を返済。図表１	

　　　　　b.国内外の資本市場の影響が増大。 
　　　　　　・外国人による日本株の保有増大。図表２ 
　　　　　　・国内外のM&A （企業の合併・買収） 増大。図表３　　　　　	
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　　図表１　民間非金融法人企業の資金調達額 （年平均、兆円）	

　　　　　→　「銀行よ、さようなら。株式市場、こんにちは」	
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　　（出所）岡部（2008）図表５。	 

　　　　　図表２　日本株の部門別保有比率の推移（％）　	

（出所）日本生命資料。原資料は日本取引所グループ「株式分布状況調査」。	 	 

（％）	 
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　 図表３　日本企業が関与する M&A （合併と買収） の推移　	

（出所）MARR Online。	 
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　（3） 最近の日本企業は 「各種混合型」 という性格	

（出所）岡部（2008：図表10）。原資料は宮島（2008）。	 34	

　　　■日本企業の性格の変化： 英米型要素の追加 

　　　　  ■伝統的日本企業　 ・銀行依存度が大  
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・株式持ち合いを継続 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・長期雇用制度を維持  	

　　　　  ■ハイブリッド企業　 ・銀行依存度が依然大きい 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・外国人による株保有が増大 
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　   ・企業ガバナンス改革に積極的 

　　　    ■新興企業　　　　　  ・株式保有は個人が中心 
                                                   ・長期雇用制度は不採用 
                                                   ・労働にインセンティブ制 
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（注）前掲表の要約。	 

　　　■望ましい方向： 

　　　　  １．英米型要素 （とくに透明性） を徐々に追加	
　　　　　　　するのは、資本市場のグローバル化のなか	
　　　　　　　では不可避。	

　　　　  ２．その一方、日本企業は従来、ステークホル	
　　　　　　　ダー型企業であったので、ガバナンス面で	
　　　　　　　それを法的に認知し、整備するべき。	

　　　　　　　　ー世界的にみると、株主主権型はむしろ	
　　　　　　　　　 例外的。一方、従業員の経営参加は	
　　　　　　　　　 欧州を中心に制度化。図表４	
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　　　図表４　従業員の経営参加に関する国際比較	

（出所）岡部（2007）図表11−4。原資料はOECD (2004a)。	 	 
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　　■事業本来の進め方に失敗した例	

	  　　・東芝の歴代社長による粉飾利益計上	

	  　　・大手不動産会社によるマンション杭打ち深さ偽装	  

	  　　・油圧機器メーカーによる免震検査データ改竄	

	  　　・名門料亭による客の食べ残しの再提供　	

	  　　・スルガ銀行における不正融資	

	  　　・大手鉄鋼メーカーによる品質検査データ改竄	  

	  　　・ニッサン自動車の有価証券報告書虚偽記載　　　	

　３．コーポレート・ガバナンス：失敗例と対応方向	
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　　　　■コーポレート・ガバナンスとは：	  

 　　　　　　 企業がその本来的な機能を十分に果たす	  

　　　　　　  ために、関係者相互の関係を規定する仕組み	  

　　　　　　  が構築され、それが機能している状態。	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ■三つの考え方	

　　　　　　 （１） 経済学アプローチ	

　　　　　　 （２） 法学アプローチ	

　　　　　　 （３） 倫理学アプローチ	  
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　　　（１）経済学アプローチ　（ファイナンス論）	

　　　　■	  ・人間は利己的な存在。	  

　　　　　  ・会社は株主のもの。	  

　　　　　  ・企業経営者は株主の代理人（株主主権）。	  

　　　　■	  ・英米企業にはこの理解が妥当。	

　　　　　  ・定量分析が容易。経済学ではこの見解が中心。	

　　　　　  ・しかし、ステークホルダーの多様性を考慮する 
　　　　　　 必要 （花崎 2014）。 英米はむしろ例外の国。	  
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　　　（２）法学アプローチ （法令コンプライアンス）	

　　　　■	  ・法定強制力を持つ（ハードな企業統治）。	

　　　　　  ・具体的規定があり透明性が高い。	

　　　　　  ・重点は問題や「不しあわせ」の発生回避。	

　　　　■	  ・規制が一律適用され、コストが大。	

　　　　　  ・法令遵守が自己目的化、活動の萎縮。	

　　　　　  ・日本の慣行や司法に不適合な面も（郷原 2008）。	  
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　　　（３）倫理学アプローチ （インテグリティ）	

　　　　■	  ・組織が機能する基礎は個人のインテグリティ。	

             ・人間は利他的動機、自己実現動機も併有。	

             ・個人の行動に依存するソフトな企業統治。	

　　　　■	  	  ・個人と組織の努力による企業統治の向上。	

              ・但し、あくまで補完的手段。	

              ・インテグリティは日本社会で広がるべき概念。	
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　　　■営利企業の場合　vs.	  	  非営利組織の場合	

　　　　　・前者の場合よりも、後者の場合の方が、より	  
　　　　　　複雑な問題となる。その理由・・・	  

　　　　　・後者においては、上記二つのアプローチ（経済学	  
　　　　　　アプローチ、法学アプローチ）とも概念的に困難。	  
　　　　　　したがって、上記第三のアプローチがより大きな	  
　　　　　　意味を持つ。	  
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　　　■組織のガバナンス：営利企業と非営利組織	

（出所）岡部（2017b）図表１を簡略化。	 44	

　　　■正直：　最良の策。 

　　　■誠実：　私利私欲を	

　　　　 まじえず、真心をもって	

　　　　 人や物事に対応。 	

　４．インテグリティの構成要素と機能	

45	

	  　（１）インテグリティの構成要素	
なぜ「正直は最良の策」なのか？ インテグリティの個人にとっての意義と社会的機能 

107 

（whole）ないし完全（complete）を意味するから

である。このためインテグリティは，完全性，分

離されていない状態，首尾一貫性などを基本的要

素とする概念である（Montefiore 1999：6-7 ペー

ジ）。 

これには幾つかの側面がある（2）。まず個人内部

における価値，原則，コミットメントが首尾一貫

しており矛盾がないことである。そして個人の行

動も，そうした価値や信念に従ったものであるこ

と，すなわち言葉と行動が同時化・一体化してい

ること（言行一致）も必要になる。 

つまり，言葉（すなわち約束）どおりに行動す

る一方，その行動は常に信念や原則を反映してい

ること，換言すれば言葉と行動がどちらの方向か

らみても一体化，完全化していることがインテグ

リティの重要な側面になる（Montefiore 1999：6-7

ページ）。さらに不可欠なのは，対象となる相手の

人が目の前にいる場合はもとより，いない場合で

も同様に忠実な行動（陰ひなたのない行動）がで

きることである。これは他人に対してうそをつか

ないだけでなく，自分自信に対してもうそをつか

ないことを意味しており，次に述べる二つ目の要

素（道徳性）にも関係してくる。 

以上のように個人の内部に分裂がないだけでな

く，個人の内部と個人の行動においても分裂がな

いこと（つまり個人がこれら二つの面で統合され

ていること），これがインテグリティの基本的な条

件である。したがって，第 3節で展開する理論モ

デルによるインテグリティの分析は，こうした側

面に焦点を合わせたものになる。 

第二の要素は，道徳性（morality）である。つま

り，インテグリティは，正直という強い道徳律を

その中心に持っている（McFall 1987：6ページ）。

インテグリティは，他人に対してうそをつかない

だけでなく，自分自身に対しても上述したとおり

うそをつかないことを意味する。このように，道

徳面でうそをつかないことと同一視されるほど，

正直を重視する意味合いを持つ。そのほかインテ

グリティには，誠実（sincerity），公正（fairness）

など幾つかの健全な道徳律も含まれる。 

第三の要素は，説明責任（accountability）である。 

広義の責任（responsibility）は道徳の重要項目の一

つであるが，本稿では説明責任というかたちの責

任をインテグリティの一つの独立的要素として挙

げておきたい。 

インテグリティを持った人（a man of integrity）

とは，上記 2つの要素（一貫性と道徳性）が示唆

するとおり，常に自分の信念に沿った行動をし，

正直を旨として生きる人である。このため，その

結末が当人にとって愉快なものでない場合，ある

いはそれを受け入れることが困難である場合が発

生しても，そうした結末を受け入れる意思を持つ

ことも要請される（McFall 1987：9ページ）。 

しかし，何らかの事情でそうした原則ないしコ

ミットメントを維持しない（できない）場合，つ

まり信念が挑戦を受ける場合もありうる。そうし

図表 2 インテグリティの構成要素 

 

・一貫性

・正直

インテグリティ ・道徳性 ・誠実

・公正

・説明責任 ・一貫性が挑戦を受けた時の行動様式

（注）筆者作成。 

・個人内部での価値の一貫性 

・価値・信念・原則に従った行動の一貫性 

（言葉と行動の一致） 

（注）岡部（2017）341ページ。McFall (1987) を整理、補完して作成。	 
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　（２）インテグリティの機能	

　　　　　１．全ての状況に対応可能 → 自信*	  	  	  	  良い判断	  

　　　　　２．第三者からの信頼感 	  → 	  良い友人*	  	  	  	  	  絆*	  

　　　　　３．生活を単純化 	   	  	  	  	  	  	  	  	  	  → 	  エネルギーの節約	  

　　　　　４．組織や職業の場合　　　→　その機能向上	  

　　　	 	 	　　　　　　　　　　　　   　	  *個人の幸せの一要因	  
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	   	  ■自己管理の困難さ	  

　　　　例１ 　禁煙したい　→　誘惑に負けて吸ってしまう。	  

　　　　例２ 　肥満を避けたいのでダイエット　→　つい	  
　　　　　　　　甘いものを食べ、体重計に乗った時に後悔。	  

　　　　例３　目覚まし時計が鳴る　→　もう少し寝ていたい	  
　　　　　　　 として朝寝坊、会社に遅刻	

	  　（３）インテグリティの経済分析	
　　　　—シェリングの自己管理モデルとその応用（概略）	
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　　　　■	  人間は本来、自分自身を管理できるはず。	  
　　　　　　しかし、なかなか自己管理 （self-‐management,	  	  
　　　　　　self-‐control） できないのが現実。	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  →　この現象を、経済学はどう説明？	

　　　　■	  二つの説明方法 （ここでは省略）	  

　　　　　　その１：　時間選好を導入して理解	  

　　　　　　その２：　自己管理モデルによる理解	  

（注）詳細は、岡部（2017）344-362ページを参照。	 
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　　■インテグリティ向上の効果	  

　　    　■個人にとって	

　　     　・「私」の内部で戦略的な対応の応酬がなくなり、	  

　　　　　   より望ましい自分が表出する 。	  

　　　　　　→第三者の「私」への予測可能性、信頼性が上昇。	  

　　     　・インテグリティは徳倫理の一項目。幸福の要素。	

　　    　■社会にとって	

　　     　・組織のインテグリティ    → 良いガバナンス	

　　     　・職業上のインテグリティ → その機能向上	
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　　　■その理由	

　　　　 １） 日本（日本企業）ではインテグリティ欠如が製	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  品への信頼性低下、企業の存立を揺るがす	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  事例が頻発。だからその対応が必要。表１	

　　　　 ２） インテグリティは普遍性、国際性のある規範。	  
　　　　　　  表２、表３	  

	  	  	  	  	  （４）インテグリティ概念普及の必要性	  
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　　■表１　インテグリティ欠如の事例 （企業関連以外）　	  

	   	  　・東京オリンピック・エンブレムの剽窃デザイン	

	   	  　・捏造データに基づく STAP細胞 「発見」 論文	

	   	  　・司法試験の問題作成委員による試験問題漏洩	

	   	  　・文部科学省役人の組織的天下りの隠ぺい	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ・財務省役人による決済文書の改竄	  

	   	  　・東京医科大学の不正入試入学	

	   	  　・障害者郵便制度の悪用事件	  
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　　　■表２　国連が重視する三つの価値：	  

　　　　　　　 ・専門的能力 （professionalism）	

　　　　　　　 ・インテグリティ （integrity）	

　　　　　　　 ・多様性の尊重 （respect for diversity） 

　　　■表３　世界銀行でも組織やスタッフの要件 
　　　　　　　　として重視。次図 
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　　　■研究や教育でも、本来の機能達成に必要。	  

　　　　　　—米プリンストン大学では試験監督を置かずに	  
　　　　　　　 期末試験を実施 → インテグリティの涵養	  
　　　　　　　	  (岡部	  2017:	  363ページ）。	  

　　　■営利企業だけでなく、非営利組織でも必要。	  

　　　　　　̶NPOは、組織使命の多様性、ステークホル	

　　　　　　　ダーの多様性、評価基準の定量化困難性、	

　　　　　　　などからインテグリティの重要性は、さらに	

　　　　　　　大きい。次表	
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　　　　・営利組織：　　比較的容易	

	 	　	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —組織目的は比較的単純	
	 	　	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —ステークホルダーが明確（株主）	
	 	　	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —判断基準が明確、定量化が容易	  

　　　　・非営利組織：　かなり困難	

	 	　	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —組織毎にその目的が多様	
	 	　	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  —ステークホルダー・活動目的・	  
　　　　　　　　　　　　　　　 評価基準が多様、定量化が困難　　	

　　　■ガバナンスのあり方とその評価	
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　　　■組織においてインテグリティを涵養する方法：	

　　　　　例１．社是への取り込み、役員職員の社内研修。	  

　　　　　例２．大学教育での体得。	

　　　　　　　　・大学教育の基本目標は三つ （日本語力、 
　　　　　　　　　 インテグリティ、向上心）である （岡部2013）。 

　　　　　　　　・プリンストン大学での期末テスト	  

　　　　　例３．実践哲学の研鑽。次の３図を参照。	

　　　　　　　　・高橋 （2011ほか）、岡部 （2017：12章−13章） 
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　　　■高橋 （2011他） が提唱する実践哲学	  	  

　　　　　　・人間は誰でも定型パターン （快か・苦かの	

　　　　　　　二分法） で物事を受け止める習慣を修得。	

　　　　　　・しかし鍛錬すれば、そのことに気づくとともに	

　　　　　　　中道ないし中庸の振る舞いが可能。	

　　　　　　・自由で、すがすがしい生活、各自の使命の	

　　　　　　　自覚と達成。そして幸福感。	

　　　　　　・建前で生きるのでなく、本音で生きるのでもなく、	

　　　　　　　本心で生きる生き方。	  
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■実践哲学を修得し実践する効果 （イメージ） 	

（注） 岡部 (2017） 図表13-9。 59	

　　　　■この実践哲学の特徴	  

　　　　　	  1.	  先端性 （人間の潜在能力＊解放が幸せへ）。	  	  
　　　　　　　　　　　　＊A.	  Sen	  のいう capabili=es　	  

　　　　　	  2.	  現代性 （個人の考え方と行動を基礎）。	  

　　　　　	  3.	  合理性 （原因と結果の法則を基礎）。	  

　　　　　	  4.	  実践性 （思想の実践手段も提供）。	  

　　　　　	  5.	  社会変革力 （その実証結果が累積）。 

60	



　　　　　付図１a	  　経営者（会長・社長）の報酬	  
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　　　　　付図１b	  　経営者（会長・社長）の報酬	  
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　　　1)	  	  企業とそのガバナンスのあり方は、一国の金融・	  
　　　　  経済の特徴と表裏一体の現象である。	  

　　　2)	  	  日本企業の場合、従来はメインバンク（主力銀行）	  
　　　　　が経営をモニターする役割。しかし近年は、外人	  
　　　　　による日本株の保有増加により株式市場の動向	  
　　　　　（英米型の色彩）が次第に影響力を強めている。	  

　　　3)	  	  企業統括における従来の視点は、経済学アプロ	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ーチ、法学アプローチ（コンプライアンス）といえる。	

　５．結論	
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	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  4)	  これに対して、倫理学アプローチという発想も可能。	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  その中心概念はインテグリティ （integrity） であり、	  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  それは一貫性、道徳性、説明責任によって構成。	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  5)	  日本では今後、インテグリティ概念を企業、NPO、	  
　　　　　政府をはじめ教育、研究などの現場で浸透させ	  
　　　　　ることが課題。	  

　　　	  6)	  それにより社会全般の透明性、信頼性、公平性、	  
　　　　　効率性、安定性、国際性、を向上させるべき。	  

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　以上	  
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